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平成27年６月24日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び関連

法令並びに施行条例が改正され、平成28年６月23日付で施行されます。改正の要点

は次のとおりです。

記

○ ゲームセンターへの16歳未満の者の立ち入らせ制限の緩和

旧法では、午後10時から翌日の日出時までの間にゲームセンターに18歳未満の者

を客として立ち入らせることが禁止されていましたが、新法では「日出時」を「午

前６時」に改めました。

さらに、滋賀県風俗適正化施行条例（以下「施行条例」と言う。）では16歳に満

たない者を午後６時以降に客として立ち入らせることを禁止していましたが、これ

について、事業者団体からの要望や社会情勢等を踏まえ、施行条例の改正を行い、

単に年齢と時間を定めて年少者の立ち入らせを禁止することに代えて、保護者(親

権者、未成年後見人その他の者で当該年少者を現に監護するものをいう｡)が同

伴する16歳未満の者を午後６時以後午後10時前の時間において営業所に客とし

て立ち入らせる場合は、施行条例により遵守事項として定められた立ち入らせて

はならない時間であっても、 16歳未満の者の立ち入らせを認めることとなりまし

た｡

ただし、午後10時以降にあっては、保護者が同伴した場合でも18歳未満の者を客

として立ち入らせることは禁止されます。

18歳未満の者 → 午後10時から翌日午前６時までの間

☆ 客として立ち入らせることは禁止！

（新法第22条第１項第５号）

☆ 客に接する業務に従事させることは禁止！

（新法第22条第１項第４号）

16歳未満の者 → 午後６時以後午後10時前の時間

☆ 客として立ち入らせてはならない！

ただし、保護者が同伴する場合は、この限り

でない。

（新施行条例第７条第３項）

参考 ○禁止行為 罰則有り 法律 18歳→午後10時

○遵守事項 罰則無し 条例 16歳→午後６時



図解（概要）

１号営業
（キャバレー等）

態様「ダンス＋接待＋飲食」

２号営業
（料理店・カフェ）

態様「接待＋遊興 or 飲食」

３号営業
（ナイトクラブ等）

態様「ダンス＋飲食」

４号営業
（ダンスホール等）

態様「ダンス」

５号営業

（低照度飲食店等）

照度
「５ルクス以上10ルクス以下」

６号営業

（区画席飲食店等）

５㎡以下の客席

７号営業
（ぱちんこ屋・まあじゃん屋）

８号営業

（ゲームセンター）

１号営業
（キャバレー・待合・料理店等）

態様「接待＋遊興 or 飲食」

２号営業
（低照度飲食店等）

態様「飲食(ダンス可)」

特定遊興飲食店営業

態様「遊興＋飲食」
ホテル・旅館営業にかかる

施設内でのみ営業可能

（酒類を提供して営むものに限る）

飲食店営業

風 営 法：許可対象外

食品衛生法：許可対象

４号営業
（ぱちんこ屋・まあじゃん屋）

５号営業
（ゲームセンター）

３号営業
（区画席飲食店等）

態様「飲食(ダンス可)」

５㎡以下の客席

10ルクス以下

10ルクス超
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